
① 森林管理・環境保全直接支払支援事業について 

 

ポイント１『支援は、集約化し計画的な施業を行う者に限定』 

1) 森林経営計画（新設）の作成者（森林組合等）へ直接支援する。（交

付金） 
2) 間伐（～60 年生）について、５ha 以上集約化した搬出のある場合

のみ支援する。 
3) 森林経営計画の区域内で、一定量（１ha 当たり平均１０ 以上）の

間伐材を搬出した場合に支援する。 
4) 間伐材の搬出材積に応じて標準単価を設定する。 

 

ポイント２『切置き間伐から路網を活用した搬出間伐へ』 

1) 森林作業道の計画的な整備を要件化する。 
 

 

   推進方針 ・市の団地化を進めるなかで、制度設計に合致した団地設定を行うこ

とによって事業地確保を図る。 

       ・利用間伐と切置き間伐の両事業地を包含することで、切置き間伐に

おいても従前どおり補助対象とする。 

        ・森林経営計画は、現行の「団地間伐計画」を制度設計に合わせ移行

する。 

       ・切置き間伐については、積極的に「県税」事業を活用する。なお、

補助制度の手法がない受託事業に限り矢作川水源基金助成金の対象

とする。 

 

 

 

資料 ２ 

豊田市の「森づくり団地」イメージより 
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